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議案日程 

議事録署名委員の指名 

議案第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

報告第１号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について 

 



第２回定期総会議事録 令和４年４月第２回総会

議長 　定刻となりましたので、ただいまより令和４年度４月第２回総会を開会いたします。

　開会時間は午後１時３４分です。

　なお、本日の会議において、農業委員会等に関する法律第２９条により、農地利用最適化

推進委員の出席を求めています。本日は欠席者はおりません。出席農業委員は１４名中１４

名で、定員数に達しておりますので総会は成立しております。出席を求めた農地利用最適化

推進委員の出席人数は９名です。

　お願い事項として、質疑等は挙手の後、許可を得て起立して、議席番号、氏名を名乗って

から行うようお願いいたします。次に、携帯電話はマナーモードに設定し、緊急以外は通話

しないことをお願いいたします。

　つづきまして日程１、議事録署名委員の指名ですが、席順により、議席番号１番「中野

勝」委員、２番「島田一」委員にお願いいたします。

　それでは、日程に従い議事に入ります。

　日程２、議案第１号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」を上程いたし

ます。今月は１件の申請がありました。改選後、初めての議案となりますので、事務局より

概要の説明をお願いいたします。

事務局 事務局より説明します。議案第１号、農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て、「申請人より農地法第５条第１項の規定による許可申請があったので、その適否を諮

る」とのことです。

改選後初めての議案となりますので、まず、「農地法第５条第１項の規定による許可申

請」について説明させていただきます。市街化調整区域内において、農地を農地以外に変更

したい場合には埼玉県知事の許可が必要になります。

また、農地の売買、貸し借り等、権利移動を伴う場合には「農地法第５条」の規定により

申請を行うこととなっています。

今回は、市街化調整区域内の農地を駐車場（農地以外）に転用し、所有権の移転を行う申

請となりますので、「農地法第５条の規定による許可申請」の議案となります。

当農業委員会においては、その適否を諮り、その結果を意見書として県知事に送付いたし

ますので、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議長 　ありがとうございました。それでは審議に入ります。

　「田中正之」委員に関係する案件となりますので、田中委員の退出を求めます。

（田中委員、退席）

議長 　それでは、申請番号１番について、事務局より説明をお願いします。

事務局 　それでは、申請番号１番につきまして説明させていただきます。

（申請番号１番について説明）

事務局 本申請については令和３年１１月に農業委員会総会の議案として前期の農業委員にご審議

いただき、除外について可決承認した案件になります。除外が決定されましたのでこの度農

転の申請となりました。
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第２回定期総会議事録 令和４年４月第２回総会

事務局 本申請について、土地は整地し、砂利敷きで利用するとのことで、工事資金について見積

書を添付していただいております。工事資金は全額自己資金で賄われており、それを証する

書類が添付されております。また、隣接農地所有者より同意書が添付されていることを申し

添えます。

　本件の農地区分は、概ね１０ha以上の規模の一団の区域にある農地「第１種農地」に当た

ると判断されます。

　最後に、調査区は八和田地区になります。以上、内容説明とさせていただきます。

よろしくお願いします。

議長 　ありがとうございました。

　それでは、調査担当区の八和田地区委員より現地調査報告をお願いします。

９番遠藤委員 　議席番号９番の遠藤が報告いたします。

４月２０日８時３０分に八和田公民館に集まって農業委員６名、推進委員２名、計８名で

現地調査を行いました。

　現地は畑で、耕作後と見受けられます。

　当日、申請人の立会いの下、畑の杭、また隣接地の確認等を行いました。

駐車場工事を行うことについて申請者に伺ったところ、現況の土の上に砂利を敷くという

ことであり、隣接者の農地等の雑排水等には被害を及ぼさないことを確認いたしました。

　担当地区としては特に問題なしと判断いたします。

　皆様のご審議をよろしくお願いいたします。

　以上です。

議長 　ありがとうございました。

　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。

質問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　質疑がないようですので、採決に入ります。議案第１号申請番号１番につきまして、承認

に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので申請番号１番については可決、承認されました。田中委員の着席を命じ

ます。

（田中委員、着席）
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第２回定期総会議事録 令和４年４月第２回総会

議長 　なお、議案第１号は許可権者が埼玉県になりますので、本件は原案のとおり許可相当とし

て県知事に意見書を送付いたします。

　つづきまして日程３、報告第１号「農地法第５条第１項第７号の規定による届出につい

て」を上程いたします。今月は２件の届け出がありました。事務局より報告をお願いしま

す。

事務局 事務局より報告いたします。報告第１号、農地法第５条第１項第７号の規定による届出に

ついて、「申請人より農地法第５条第１項第７号の規定による届出があったので、報告す

る」とのことです。

（申請番号１番～２番について順に読み上げる）

事務局 　以上、報告いたします。

議長 　ありがとうございました。

　つづきまして、「その他」について入ります。その他として議題として取り上げることは

ないでしょうか。

（挙手なし）

議長
　ないようですので、以上で本日の日程はすべて終了いたしました。これをもちまして令和

４度４月第２回小川町農業委員会総会を閉会いたします。閉会時間は午後１時５６分です。
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